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経営効率を高め収益力を向上させたい  
収益力向上マーケティングセミナー

マーケティングについて基本的な考え方及び実践手順について学び、業務プロセスの改善及び売
上増加に向けた取組を支援します。

対象者
県内の中小企業者及び小規模企業者等

内　容
（１）はじめての実践マーケティング勉強会

福岡・北九州・筑後・筑豊の県内 4 地域で、各地域 4 回のマーケティング連載講座を開催します。
▪第一講　基礎知識の習得と現状の見直し
▪第二講　仮説とプラン作成について
▪第三講　活用事例と方針作成について
▪第四講　継続的なマーケティング実施に向けて
　参加費…無料

活用方法
詳しくは下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先		 	 	 	
福岡県商工部新事業支援課　創業支援係
TEL：092−643−3591　FAX：092−643−3226　e-mail：shinjigyo@pref.fukuoka.lg.jp

相談・情報提供
融資・リース・保証

補助金・出資
場の提供
その他

相談・情報提供
融資・リース・保証
補助金・出資
場の提供
その他

小規模企業の経営者が利用できる
退職金制度を知りたい
小規模企業共済制度

小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじ
め準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」です。

対象者
（１）建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業（宿泊業、娯楽業に限る）等を営む場

合は、常時使用する従業員の数が２０人以下の個人事業主または会社の役員
（２）商業（卸売業・小売業）、サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）を営む場合は、常時使用する

従業員の数が５人以下の個人事業主または会社の役員
（３）事業に従事する組合員の数が２０人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が２０人以下

の協業組合の役員
（４）常時使用する従業員の数が２０人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人

の役員
（５）常時使用する従業員の数が５人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
（６）上記（１）（２）に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者（個人事業主１

人につき２人まで）

内 容
小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に掛金月額・納
付月数に応じて共済金を受け取れます。
（１）毎月の掛金

掛金月額は１，０００円から７０，０００円の範囲内（５００円単位）で自由に選べます。加入後も掛金月額
は増額・減額できます。また払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただ
けます。

（２）税法上の特典
①その年に納付した掛金は、その年分の課税対象所得から全額所得控除できます。
②一括して受け取られる共済金は退職所得、１０年又は１５年で支払われる分割共済金は公的年金
等の雑所得として取り扱われます。
③なお、任意解約の場合は一時所得として取り扱われます。

（３）契約者貸付制度
共済契約者が納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲内で、事業資金等の貸付け（一般貸
付け、傷病災害時貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安
定貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け）が受けられます。

活用方法
（１）（公財）福岡県中小企業振興センターの担当者から、十分に説明を受けたうえで、契約申込書

に必要事項を記入し申し込んでください。なお、申込時に現金を添えることなく申込手続きが
できるようになりました。ご希望により現金で納付することもできます。

（２）中小企業基盤整備機構（中小機構）の加入審査後、加入が認められた場合は中小機構から共済
手帳・加入者のしおり及び約款をお送りします。

（３）２か月目以降の掛金は口座振替になっています。
（４）廃業・死亡、老齢給付あるいは役員を退職した場合、（公財）福岡県中小企業振興センターに

共済金の請求をしてください。
（５）共済金の請求を行った後、中小機構の審査が済み次第、支払決定通知書が届きますので、あら

かじめ指定した金融機関で共済金をお受け取りください。

お問い合わせ先
（公財）福岡県中小企業振興センター経営支援部 取引支援室 情報取引推進課
TEL：０９２―６２２―６６８０ FAX：０９２―６２４―３３００ http://www.joho-fukuoka.or.jp




